
様式第４３号  

 

       特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書  

                           ○○年  ６月  １日  

 小 田 原 市 長 様  

申

請

者 

所 在 地 小田原市荻窪 300  
法人番号  0000000000000  

連 絡 先 33-1300  

名 称 及 び 

代 表 者 職 氏 名 

小田原商店（株）  

代表取締役  小田原  花子  

担 当 者 小田原  太郎  

指定番号  70 0 1 23 4 5 67  

（個人事業主にあっては、住所、氏名及び連絡先等）  

  地方税法第３２１条の５の２第１項及び第３２８条の５第３項の規定による  

特別徴収税額の納期の特例について承認を受けたく申請します。  

特例の適用を受けよう

とする税額  

○○年６月以降の支給に係る給与及び退職手当等に対する税額  

申 請 の日 の属 する月

の前 ６ 月 間 の月 別 の

給 与 の支 払 を受 ける

者の人数及び当該給

与の金額  

※（  ）内は、臨時に雇

用 している者 に係 るも

の  

  ○○年  ５月  （外        ２人 ）  （外     １２０，０００円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

  ○○年  ４月  （外        ２人 ）  （外     １２０，０００円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

  ○○年  ３月  （外        ２人 ）  （外     １２０，０００円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

  ○○年  ２月  （外        ０人 ）  （外            円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

  ○○年  １月  （外        ０人 ）  （外            円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

  ○○年１２月  （外        ０人 ）  （外            円 ）  

         ５人        １，５００，０００円  

現に、市税の滞納又は最近において著しい納付

もしくは納入の遅延の事実がある場合において、

それがやむを得ない事由によるものであるときは、

その事由  

 

申請の日前１年以内における納期の特例承認の

取消の有無及び取消年月日  
有  （     年   月   日取消 ）  ・○無  

◎注意  

(1 )  この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、給与の支払を受ける者の人数が常時  

１０人未満の者です。  

(2 )  滞納や著しい納入遅延があるような者については、この特例の承認を受けられないことがあります。  
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  年   月   日  通  知  
市税第      号  

 年  月  日  

担当者  担当員  係  長  副課長  課  長  



市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について  

 

１  納期の特例について  

納 期 の 特 例 と は 、 給 与 等 の 支 払 の 際 に 徴 収 し た 特 別 徴 収 税 額 を 、 徴 収 し た

月 の 翌 月 の １ ０ 日 ま で に 市 町 村 に 納 入 す る 旨 の 法 の 規 定 に か か わ ら ず 、 年 ２

回 、 す な わ ち ６ 月 か ら １ １ 月 ま で の 分 に つ い て は １ ２ 月 １ ０ 日 ま で に 、 １ ２

月 か ら 翌 年 ５ 月 ま で の 分 に つ い て は ６ 月 １ ０ 日 ま で に そ れ ぞ れ 納 入 す る こ と

が で き る 制 度 で す 。（ １ ２ 月 １ ０ 日 及 び ６ 月 １ ０ 日 が そ れ ぞ れ 日 曜 日・祝 日 の

と き は そ の 翌 日 、 土 曜 日 の と き は そ の 翌 々 日 が 納 期 限 と な り ま す 。）  

２  納期の特例の承認申請  

納 期 の 特 例 を 受 け よ う と す る 方 は 、「 特 別 徴 収 税 額 の 納 期 の 特 例 に 関 す る

承 認 申 請 書 」 を 、 小 田 原 市 長 に 提 出 し て く だ さ い 。  

 

３  納期の特例の承認が受けられる方  

次 の す べ て の 事 項 に 該 当 す る 方 が 承 認 さ れ ま す 。  

 イ  そ の 承 認 を 受 け よ う と す る 事 務 所 等 に お い て 給 与 の 支 払 を 受 け る 者 が

常 時 １ ０ 人 未 満 で あ る 。  

 ロ  ハ に 該 当 し な い こ と に よ る 取 消 し （ イ に 該 当 し な い こ と の み を 理 由 と

し て さ れ た も の を 除 く ） の 通 知 を 受 け た 日 か ら １ 年 を 経 過 し て い る こ

と 。  

 ハ  現 に 小 田 原 市 の 市 税 に 滞 納 が な く 、 申 請 を 認 め る 場 合 に 徴 収 し た 特 別

徴 収 税 額 の 納 入 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が な い と 認 め ら れ る こ と 。  

 

４  納期の特例の承認の通知  

承 認 の 可 否 を 文 書 で 特 別 徴 収 義 務 者 へ 通 知 し ま す 。  

 

５  受給者が９人を超えた場合  

納 期 の 特 例 の 承 認 を 受 け て い る 特 別 徴 収 義 務 者 の 受 給 者 が 常 時 ９ 人 を 超 え

た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 「 特 別 徴 収 税 額 の 納 期 の 特 例 の 要 件 を 欠 い た 場 合 の 届

出 書 」 を 提 出 し て く だ さ い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 提 出 の 日 の 属 す る 月 以

後 の 期 間 に つ い て 、 そ の 承 認 は 効 力 を 失 い ま す 。  

 

６  納期の特例の承認取消し  

小 田 原 市 長 は 、 ３ の イ ・ ロ ・ ハ に 該 当 し な い 事 実 が 生 じ た と 認 め る 場 合 に

は 、 既 に 行 っ た 納 期 の 特 例 の 承 認 を 取 消 す こ と が あ り ま す 。  


